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第 2回浜田市総合振興計画審議会 会議録 

 

日時 令和 3年 8月 4日(水) 

午後 6時 30分～午後 8時 37分 

場所 浜田市総合福祉センター（2階）会議室 

 [進行／会長] 

◆ 開会 

会長 定刻となりましたので、ただいまから第 2 回浜田市総合振興計画審議会を開催

させていただきます。本日はお忙しいところ、またお暑いところをご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。第 1回審議会は去る 7月 19日に開催をした

ところでございますが、そこでは後期基本計画について諮問を当審議会に対して

頂戴いたしまして、後期基本計画の策定方針について、それから人口の状況につ

いて、そして前期基本計画等の進捗状況について説明をしていただいたところで

ございます。 

本日は、最初に前回の説明を踏まえまして、総合振興計画など 3 つの計画に関

する 2020年度の進捗状況について意見交換を行い、その後、レジュメにございま

すとおり後期基本計画の関係について説明をいただき、意見交換していく予定と

しております。 

本日は午後 8時 30分の終了を予定しておりますので、それまでの間有効に活用

いただきまして委員の皆様の忌憚の無いご意見をいただきますよう、よろしくお

願いします。 

それでは本日の委員の出席状況等を事務局からお知らせ願います。あわせて配

布資料の確認をしていただければと思います。 

政策企画課長 事務局の政策企画課長の大屋でございます。 

私のほうから本日の委員の出席状況並びに配布資料の確認等をさせていただけ

ればと思います。 

本日お配りさせていただいておりますレジュメの次にあります審議会の委員名

簿をご覧いただければと思います。本日の出席状況をご報告させていただく前に、

前回第 1 回のところでご欠席であった委員のご紹介と、前回の審議会のなかで協

働のまちづくりに関する計画の検討部会を設けるということにさせていただいて

了承いただいたところですが、審議会委員にその検討部会から会長 1 名に出てい

ただくことにしておりました。その検討部会で会長を決定していただきましたの

で、本日その会長にご出席をいただいております。そうしたことからお二方の委

員のご紹介をさせていただければと思います。 

まず名簿の上から 3 番目にございます浜田商工会議所会頭の櫨山陽介委員でご

ざいます。 

続いて、名簿の下から 5 番目になりますが、先ほど申しました「協働のまちづ

くり検討部会」の会長であります長畑実委員でございます。 

そうしますと本日ご出席の委員のご確認でございます。本日委員の森脇様がご

欠席ということで伺っております。また石央商工会の田中委員は遅れて来られる

と伺っております。そうしたことから本日出席委員 24名、欠席委員 1名というこ

とで審議会の会議の開催要件であります過半数を満たしているということをご報

告いたします。 

続いて資料の確認をいただければと思います。本日配布させていただいた資料
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でございます。レジュメと今見ていただいております委員名簿、それと資料 1 と

いたしまして「総合振興計画、定住自立圏共生ビジョン、総合戦略」審議会委員

からのご意見及び浜田市の考え方という資料、資料 2 といたしまして総合振興計

画後期基本計画の構成（案）、続いて資料 3 浜田市の人口推計について、資料 4

の第 2 次浜田市総合振興計画後期基本計画の現状と課題素案、続いて中高生の地

域や将来意識に関するアンケートの結果報告書、続いて転出者及び転入者のアン

ケート結果報告書、続いて後期基本計画案の作成の流れ、最後に現状と課題に対

する皆さまからのご意見についてを記載していただく様式、以上の資料をご用意

させていただいております。 

資料の確認については以上でございます。 

会長 ありがとうございました。 

それでは議事進行させていただきます。円滑な議事進行に皆様ご協力いただき

ますようお願いします。 

1協議事項 

(1) 第 2次浜田市総合振興計画前期基本計画等の進捗状況について 

会長 前回の説明も踏まえまして、ご意見を伺ってまいりたいと思います。流れとい

たしましては、事前に事務局に意見を寄せていただいておりますので、それにつ

いて浜田市の考え方を説明いただいて、その上でその内容に関するご質問ご意見

がございましたら伺いたいと思っております。その後全体を通して意見交換がで

きればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

まずは事務局からご説明をいただければと思います。 

企画係長 

 

 

資料 1 説明 

政策企画課企画係の道山です。私のほうから事前に前期基本計画の進捗状況に

ついて意見をいただいておりますので、いただいたご意見について浜田市の考え

方のほう要点を絞ってご説明させていただきたいと思います。 

資料 1 をご覧いただきながら説明させていただきますのでよろしくお願いいた

します。 

1 頁目からでございます。総合振興計画について産業経済部門にご意見等をい

ただいております。 

まず 1番目、「企業誘致を行う場合は、韓国と取引している企業が良いのではな

いか。」ということでご意見をいただいております。それにつきましては「韓国を

はじめ貿易をしている企業について、関係機関と連携して企業誘致に努めてまい

る。」ということで回答させていただきます。 

続きまして 2番目、「コロナ禍に影響している点で、新たな施策（救済策）は宿

泊や観光分野について検討されていますか。」ということでご質問をいただいてお

ります。「新型コロナウイルス感染拡大による支援につきましてはその都度全体的

な状況判断が必要になることから後期計画には記載しておりません。今後の感染

拡大状況ですとか、国・県の支援策等勘案しながら必要な支援を検討してまいり

ます。」ということで回答させていただきます。 

3番目ですが、新規学卒地元就職者数の増加に関するご意見でございます。「市

内企業が大卒者を雇用したいのかという点も含めて目標を設定してはどうか。」と

いうご意見でございます。「個別の企業ニーズを都度把握し、市として計画目標を

設定することは難しい。」ということで回答させていただいておりますが、引き続

き情報収集・発信に努めてまいりたいと考えております。 

続きまして健康福祉部門でございます。4番目、「健康づくりの推進において、



 - 3 - 

健康寿命の延伸の為に取組が必要である。浜田市の目標をしっかり掲げてほし

い。」ということでご意見をいただいております。「目標につきましては県平均を

目標に掲げているところです。健康寿命延伸のためには『はまだ健康プロジェク

ト 10か年事業』として、目標に向かって市民や関係機関と連携して計画に取り組

む。」と回答しております。 

続きまして 5番目です。「がん対策について、タバコの禁煙者を増やすことを掲

げてほしい。またがん検診の受診率を上げる更なる取組が必要。」ということでご

意見いただいております。「これまでも禁煙者を増やす取組をしておりますが、引

き続き継続してまいりたい。またがん検診の受診率向上を目指す取組については、

まだまだ周知が不十分ですので更なる取組を進めてまいります。」ということで回

答させていただきます。 

続きまして 6番目です。「医師確保施策の継続、更なる施策の検討をお願いしま

す。また障がい者に対する支援について内容を確認・検証することで充実を図る

ことが必要と考えます。」ということでご意見をいただいております。「新たな医

師確保につきましては関係機関の事業連携のほか、今年度から島根大学の附属病

院内に総合診療医センターが新設され浜田市国保診療所連合体医師 1 名を週 1 回

派遣し事業実施に協力しているところでございます。」と回答しております。 

続きまして 7番目です。「包括支援センター業務が委託となり『行政と委託先の

継続的な連携、協力』とあるが、どのようなことができると思われるか。」という

質問をいただいております。「委託後につきましては高齢者からの総合相談業務等

は受託事業所が行うこととなりますが、必要に応じて市の担当課が連携して対応

することができることから、今まで以上に迅速かつ手厚い支援を行うことも可能

と考えております。」と回答しております。 

続きまして教育文化部門になります。8 番目です。「『自分には良いところがあ

ると思っている子どもの割合』に関する項目で、これについて新たな取組が必要

ではないか。」ということでご意見をいただいております。「新たな取組といたし

ましては相互評価により自己肯定感を高める取組を全小中学校で行っておりま

す。今後もこの取組を強化してまいります。また、地域、子ども、保護者に対し

ては施策を実施し、必要な取組を実施していく。」と回答しております。 

続きまして 9 番目です。「『～と思う子どもの割合の増加』という統計結果を判

断材料とするのはとてもあいまいである。また読書の推進についても図書館利用

者の増減だけで判断できない。また学校以外で行える地域の学習支援の取組があ

ればいいのではないか。」というところでご意見をいただいております。「進捗状

況の目安につきましては、行動の尺度となる目標設定も検討していきたいと考え

ています。また読書につきましては図書館利用者の増減だけで判断することは考

えておりませんが、今後も各種イベントなどの開催を通じ読書活動全般の推進に

取り組んでまいります。また学校以外の学習支援の場としましてはまちづくりセ

ンター等を拠点としまして、放課後子ども教室や地域学習支援事業を行っていま

す。」と回答しております。 

続きまして 10 番目です。「人権教育につきましては教育現場だけでなく社会教

育の立場からも市民の理解と協力が得られる施策が求められている。また給食の

意義、子どもの貧困、こういったことが行政の積極的関与により福祉分野との連

携強化をお願いする。」というご意見をいただいております。「人権教育につきま

しては、学校教育とは別に社会教育としての人権教育が必要と考えております。

また経済的に困窮している児童生徒に対して給食費や学業品費を支援する就学援
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助を行っておるところでございます。」と回答しております。 

続きまして生活基盤部門になります。11 番目です。「汚水処理人口普及率の増

加は全国的にみてもレベルが低い。現在の下水道整備計画も少なくとも目標年度

の供用開始が遅滞なく実施できるよう対応をいただきたい。」ということでご意見

をいただいております。「下水道につきましては、現在市役所、浜田駅前周辺を中

心に順次供用開始を目指して取り組んでいるところでございます。また供用開始

時期が遅れることのないよう整備を進めてまいります。」と回答しております。 

続いて 12 番目です。「これからの町づくり計画に空き家対策も考慮していく必

要がある。」ということでご意見をいただいております。「危険な空き家に関する

施策につきましては対策を後期基本計画に記載し、実施していきたいと考えてお

ります。また利用可能な空き家につきましては空き家バンクへの登録を促す取組

を継続することが必要であるということを考えております。」と回答しておりま

す。 

続きまして防災・防犯・消防部門です。13 番目です。「災害時における支援体

制、避難所の整備が急務である。」ということでご意見をいただいております。「関

係各課と協力のうえ、現在避難所の設置や人員の配置、資機材整備について検討

を開始しているところでございます。」と回答しております。 

続きまして 14 番目です。「自主防災組織についてしっかりとした取組をつくる

ことで災害に強いまちになるのでお願いしたい。」というご意見をいただいており

ます。「自主防災組織未組織地域への声かけや市民の防災への高揚を図って取り組

んでまいりたい。」ということで回答しております。 

続きまして地域振興部門です。15 番目です。「地区まちづくりにつきましては

立ち上げありきではなく、持続可能な町づくりになるよう、支援協力をしていた

だきたい。」というご意見をいただいております。「地区まちづくり推進委員会に

つきましてはそれぞれの地域の実情に応じて人的・財政的支援を行っており、引

き続き持続可能なまちづくりが展開されるよう努めてまいりたい。」と回答してお

ります。 

続きまして 16 番目です。「人権研修会等につきまして市としての『足元』を固

めていくことが必要ではないか。」ということでご意見をいただいております。そ

れにつきましては「人権研修を受講できる機会の確保と手法については検討して

まいりたい。」という回答しております。 

続きまして自治区別計画です。17 番目です。「浜田地域が地域住民の横のつな

がりをもっと推進していきたい。」ということでご意見をいただいております。「浜

田地域では地域内の話し合いの場づくりなど地域活動の活発化に向けた取組を進

めてまいりたい。」と回答させていただいております。 

続きまして全体に対するご意見ですけれども、「進捗度が低い項目について、コ

ロナの影響が少ないと思われている目標については方策の見直しをしていくこと

が必要ではないか。」ということでご意見をいただいております。そちらにつきま

しては「前期基本計画は今年度が最終年度であることから前期基本計画の目標に

つきましては見直しを行わず後期基本計画の策定を行う上で新型コロナウイルス

の影響を踏まえた施策の見直しを行っていきたい。」と回答しております。 

続きまして 19 番目と 20 番目、こちら似たご意見ですので一括でご説明いたし

ます。「効果のありそうな施策は引継ぎ、あまり効果のないものはやめたほうがよ

い。また目標値を下方修正することはないのか。」というご意見をいただいており

ます。「施策の内容を踏まえまして、ご意見のとおり引き継ぐもの、また新たな取
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組を行うものは追加をして検討していきたいと思っております。また下方修正に

つきましては、こちらの内容が議会の議決を受けていることから目標値は変えず

取組を進めていきたい。」と回答しております。 

続きまして 7頁目です。定住自立圏共生ビジョンについてとなりますが、21番

目「子育て世代、介護者等の家族を支える仕組みの創設（併設）が求められてい

る。」ということでご意見をいただいております。「『地域共生社会』の実現に向け

て包括的、重層的な支援体制づくりに努めてまいります。」と回答させていただい

ております。 

続きまして 22 番目です。「診療所の常勤医師数、また関係機関との連携や実習

の受入れで確保の見込みがないのであれば、今後の取組内容を変えていく必要が

あるのではないか。」ということでご意見をいただいております。「関係機関の連

携では、後期研修の研修先と現在調整中です。実習の受入れにつきましては平成

21年から浜田市中山間地域包括ケア研修センターで医師の育成の取組を進めてい

ます。」ということで回答しております。 

続きまして 23 番目です。「放課後児童クラブにつきまして利用者の子どもにア

ンケートなどをとって声を取り入れているか。また、スタッフの研修の有無、運

営ガイドラインについて」意見をいただいております。「利用される子どもさんの

声は活動内容に取り入れる等しております。スタッフの研修につきましては放課

後児童クラブ認定資格研修を積極的に受講するよう指示をしているところでござ

います。運営ガイドラインにつきましては『放課後児童クラブ運営指針』に沿い

まして全クラブが運営を行っております。」と回答しております。 

続きまして 24 番目です。「地域公共交通について新たな運行計画とはどのよう

な計画か。」というご質問をいただいております。「地域公共交通計画につきまし

ては浜田市生活路線バスや予約型乗合タクシーの運行に係る計画全般のことを指

しておりまして地域の状況や実態に即した運行計画を 2、3年ごとに見直しを行っ

ているものでございます。」と回答しております。 

続きまして 25 番目です。「シングルペアレント就労人材育成事業は終了してお

りますが、現在何人の方が浜田に就労定住されているのか。」というご質問をいた

だいております。「令和 3 年 7 月 31 日現在で、10 世帯 25 人が定着しています。

なお 10 人中 9 人が研修先の事業所で引き続き就労をしています。」と回答してお

ります。 

続きまして 26 番目です。「I ターン者が何を求めて移住したのか、そのきっか

けや理由の統計を活かしてはどうか。」というご意見をいただいております。「過

去 3 年にかけて I ターンした方にアンケート調査を実施しております。こういっ

たアンケート結果を参考とし、今後の定住促進策につなげていきたいと考えてお

ります。」と回答しております。 

続きまして 27 番目です。「浜田で就職してもらうには浜田に愛着を持ってもら

うことが必要であるから、学生と地域住民が関わる機会を多く作ることが大切だ

と考える。」ということでご意見をいただいております。「大学等高等教育機関と

連携したまちづくり推進事業補助金の交付や県大生が商店街等でパフォーマンス

等を行う『まちなかキャンパス』を実施しまして、学生と市民の交流促進に取り

組んでいるところでございます。」という回答としております。 

続きまして 28 番目でございます。「成果指標が『空き家バンクの登録件数』で

はなく実際の『売買成立件数』でなければ効果の確認にはならないのではないか

と思います。」とご意見をいただいております。「この取組につきましては後期基
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本計画におきまして、登録件数に加えて契約成立件数等も指標とすることを検討

していきたい。」と回答しております。 

続きまして全体を通して 29番目です。「『住みたくなる浜田』、『魅力ある浜田』

について市民のニーズを把握する必要があるのでは。」というご意見をいただいて

おります。「市民のニーズの把握につきましては先般開催しました『元気な浜田づ

くり市民委員会』や、後ほど説明する現状と課題について各部署において団体へ

のヒアリングを実施し課題や要望の把握を行っているところでございます。」と回

答しております。 

続きまして 30番目です。「後継者不足で廃業していくケースが後を絶たない。I

ターンや U ターンの人に後継者となっていただくためのマッチングや定着するま

での財政支援等の制度があればいいのでは。」ということでご意見をいただいてお

ります。「現在地域おこし協力隊制度を活用しまして 2名の方が事業継承のマッチ

ングに取り組んでいるところでございます。状況に応じて支援策を検討していき

たい。」と回答しております。 

続きまして総合戦略に関する部分です。31番目です。「『企業立地優遇制度によ

る雇用創出数』のことについて、土地がない状況を打破できる要素や空き家や空

き店舗を利用した企業ブースの活用、SNS やホームページなどで発信し続けるこ

とで若者層にアピールできるのではないか。」というご意見をいただいておりま

す。「土地については遊休地、遊休施設を積極的に活用した企業誘致を推進してま

いりたいと考えております。また定住情報サイトの作成を行う予定としておりま

すのでより効果的な情報発信に努めてまいりたい。」と回答しております。 

続きまして 32 番目です。「働き手の確保、養成につきまして先駆的な取組を行

っている自治体を参考に後期基本計画に反映していただきたい。」というご意見を

いただいております。「参考となる先進事例があれば反映を検討していきたい。」

と回答しております。 

続きまして 33 番目です。「新規学卒地元就職者数について、オンラインで地元

企業について詳しく知ることができればいい。」というご意見をいただいておりま

す。「企業の意向を踏まえ検討していきたい。」と回答しております。 

続きまして 34番目です。「子育て世代が感じている声を聞く機会があるか。」と

いうご質問をいただいております。「声を聞く機会といたしましては、乳幼児健康

診査時、赤ちゃん訪問時や子育て支援センターを利用された保護者などから聞く

機会を設けている。」と回答しております。 

続きまして 35 番目です。「出生数が直接的な『子育て支援』だけでは結果が出

ない、子育て世代の雇用環境を含め、複合的に問題を捉えるべきではないか。」と

いうことでご意見をいただいております。「子育て世代の雇用環境も含めた複合的

な問題であると考えております。そのため、企業等従業員の出会い、結婚、出産

子育てを積極的に支援する取組を行う事業所等を「出会い・結婚・出産・子育て

応援事業所」として認定させていただき、補助をするという制度を開始するとい

うこととしております。」と回答しております。 

続きまして 36 番目です。「地域の医療機関として浜田医療センターの医師の確

保、機能の有効活用を一層図っていただきたい。」というご意見をいただいており

ます。関係機関と連携いたしまして浜田市の医療を守るため継続的に取り組みた

い。」と回答しております。 

続きまして 37 番目です。「少子化対策として産後の職場復帰の考慮、また保育

料の問題も課題ではないか。」というご意見をいただいております。「年度途中で
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の 0 歳児の受入体制を整備している保育所に対して補助を行うなど職場復帰しや

すい環境づくりに努めているところでございます。また子育て世代の経済的負担

の軽減については第 3 子以降は保育料と給食費を無料化等含めて取り組んでいる

ところでございます。」と回答しております。 

続きまして 38 番目です。「認可保育所の定員数について、人材の確保、出生数

の減少も含めて目標値を設定いただきたい。」というご意見をいただいておりま

す。「保育士の資格を取得しようとする本市出身の学生に対しまして、就学資金を

貸し付け、その就学を支援することにより、市内の保育士の確保に努めていると

ころでございます。」と回答しております。 

続きまして 39 番目です。「空き家バンクの売買成立数を知りたいということ。

また婚活イベントを通して結婚された数もわかると効果があったのかわかりやす

い。」ということでご意見をいただいております。「令和 2 年度の空き家バンク入

居物件数 53 件のうち売買物件数は 32 件です。後期基本計画では契約成立件数も

入れることを検討したいと考えております。また婚活イベントの成婚された件数

は 2件です。」と回答しております。 

続きまして 40番目です。「趣旨や基本目標にある『しごとの創生』『地方におけ

る安定した雇用を創出する』といった言葉や『相応の賃金、安定した雇用形態、

やりがいのあるしごと』ということがよくわからない。」ということでご質問をい

ただいております。「こちらの言葉につきましては国の総合戦略に記載されている

言葉となっております。総合戦略の趣旨については国、県の戦略を基に策定する

こととなっておりますのでその内容を記載したものということになっておりま

す。浜田市のほうではそういった内容につきましては基本目標を『産業振興と企

業立地による雇用の創出』と表現して取組を進めているところです。」と回答して

おります。 

続きまして 41番目です。「これまでにはない情報発信を考えてはどうか。」とい

うことでご意見をいただいております。これまで浜田市行政情報番組（浜っ子タ

イムズ）での周知をしておりましたが、情報発信の方法につきましては今後さら

に検討していく必要があると考えております。」と回答しております。 

続きまして 42 番目です。「障がい者支援について隣接する江津市と歩調を合わ

せて横断的に取組をしてはどうか、また高齢者福祉と児童福祉の協働も今後必

要。」ということでご意見をいただいております。「今年度から浜田市基幹相談支

援センターを新たに開設しております。今後は 2 つの基幹相談支援センターと浜

田市と江津市とで更なる連携を図って既存の分野・制度の枠を超えた、横断的・

重層的な支援の提供について検討する必要があると考えております。」と回答して

おります。 

続きまして 43番目です。「若者世代を引き留める施策の一つに浜田に UIターン

されている人に浜田の良い所（魅力）の情報を流すのも策ではないか。」というこ

とでご意見をいただいております。先ほどもお話しましたが「令和 3 年度中に移

住定住情報サイトを刷新したいと考えております。移住した方への取材や座談会

等を実施しまして魅力等の情報を発信すべく、掲載の準備を進めておるところで

ございます。」と答えております。 

続きまして 44番目です。「若い人の意見・想いを寄せる場作りも必要と思う。」

ということでご意見をいただいております。「今年度から地域政策部のほうにおき

まして若者会議というのを設置しております。そちらのほうで若者の意見を反映

した施策になるよう取組を進めているところでございます。」と回答しておりま
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す。 

続きまして 45 番目です。「家庭教育支援を小学校、幼稚園、保育園の保護者活

動に取り入れてほしい。」ということでご意見をいただいております。「委員ご指

摘の課題を解決していくためには息の長い取組が必要であり、引き続き HOOP!を

実施するとともに周知にも力を入れていきたい。」と回答しております。 

続きまして 46 番目です。「若者の力が必要だと思う。地元に残ってもらうより

は、一度県外から地元をみたり、外からの受入れを強化したりするべきである。

また交通やネット環境の整備、田舎に来るだけの受入れ施策を強化したほうが良

い。」ということでご意見をいただいております。先ほどもご説明しましたが「当

市も若者の力が必要だと考えておりそういったことを施策に反映するため先ほど

示した若者会議を発足しております。若者が暮らしやすいまちづくりに向けた新

たな施策について話し合いをしているところです。」と回答しております。 

続きまして 47 番目です。「景観等の保全計画や利用計画、外ノ浦につきまして

日本遺産の指定を受けておりますが、景観等の保全計画や利用計画があるのか、

また検潮所が残っているが撤去するのではなく、しかるべき場所に移築し活用を

図る必要がある。」といったご意見をいただいております。「外ノ浦につきまして

は『浜田市景観計画』に盛り込まれている。また検潮所につきましては歴史的意

義から当面現在地において文化財係が調査を続けております。」ということで回答

させていただいております。 

最後 48番目でございます。「意見集約の依頼が遅い。」ということでご意見をい

ただいております。「大変申し訳なく思っております。次回からは余裕を持ってご

案内するように努めてまいりますのでご対応のほどよろしくお願いします。」と回

答しております。 

資料 1 の説明につきましては以上でございます。 

会長 ありがとうございました。一括して説明をいただきましたのでなかなか理解が

深まらない部分があるかもしれません。まずは資料 1 について意見交換をさせて

もらいたいと思います。特にご意見を提出いただいた方から重ねてのご意見ご質

問を、他の方の発言を妨げるものではありませんが、皮切りということで意見を

出された方からの重ねての質問から始めるのがよろしいのではないかなと思うの

でいかがでしょうか。 

（なし） 

特に枠を設けなかったほうがよかったかもしれませんね。なかなか意見集約の

時間が短かったということでご意見も頂戴しておるようですが、なかなか意見を

出せなかったという方もいるかもしれません。新たな事柄も含めて自由にご発言

いただければと思います。いかがでしょうか。 

（なし） 

今議論させていただいている事柄は前期基本計画等の進捗状況が基本的な主題

としたものではありますが資料 1 をご覧になっていただければわかりますとお

り、後期基本計画に向けた様々な意見がすでに出てきております。あまり限定を

かけずに意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（なし） 

事務局に確認させてください。この進捗状況についての取りまとめの仕方を念

のため確認しておきたいと思います。最終的にはホームページに公表されると認

識しておりますが、その辺りのことをご説明いただければと思います。 
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政策企画課長 この資料 1 でお示しさせていただいたご意見及びそれに関する浜田市の考え方

につきましては会長がおっしゃられましたように、事前にいただいたご意見につ

いての回答はこのような形で回答させていただきます。また本日追加のご意見等

あったものにつきましても後日その回答等合わせまして審議会の会議の結果をホ

ームページで公表するということになっておりますのでそちらのほうで掲載等さ

せていただくという予定とさせていただいております。 

会長 第 1 回の資料を総合振興計画前期基本計画の掲載目標の進捗状況であったりそ

れに先立って第 1 回の資料 8 で第 2 次浜田市総合振興計画前期基本計画の進捗評

価についてというものがまとめてホームページに掲載されるという認識をしてお

ります。それでいいですよね。ですので資料 8 も含めてここは直したほうがいい

とかいろいろご意見あろうかと思いますので出していただければと思いますがい

かがでしょうか。 

（なし） 

櫨山委員 なかなか意見も出ないようですので協議事項の（1）はまた後ほどということに

して（2）に入っていただいたほうがよろしいのではないかと思います。 

会長 ありがとうございます。ご助言を頂戴いたしました。 

事務局はそれでよろしいですか。 

そうしますと議事は先に進めさせていただきまして後ほどお気づきの点があれ

ばご発言をいただければと思います。 

(2) 浜田市総合振興計画後期基本計画の構成（案）について 

会長 協議事項の（2）浜田市総合振興計画後期基本計画の構成（案）についてという

ことで事務局から説明をいただければと思います。 

企画係長 

資料 2 説明 

引き続きまして、私のほうから説明させていただきたいと思います。 

資料 2 の A3の横長の表を見ながらご説明させていただきますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

浜田市総合振興計画後期基本計画の構成（案）ということでお示しをさせてい

ただいております。左側は前期基本計画の構成をあげさせていただいております。

それに対しまして右側は今後策定いたします後期基本計画の構成（案）というこ

とでお示しをさせていただいております。 

まず上のほうから。巻頭につきましては市長のあいさつ、アクセス等、前期基

本計画同様対応していきたいと考えております。 

続いて序論ですけれども、総合振興計画策定の趣旨、計画の構成についてはそ

のまま記載をさせていただきます。 

3 番で新たに前期基本計画の振り返りというところで項目を追加したいと考え

ております。この度後期基本計画ということですので前期基本計画の取組がどう

であったかということを振り返りまして、後期基本計画をどう作っていったかと

いうことでお示ししたいと考えております。書いてありますのは簡単なところで

はありますが、前期基本計画では人口減少が計画以上に進んだというところが大

きな課題であるということを今浜田市のほうでは考えております。後期基本計画

につきましては出生数や若者の数というところに重点を置きまして、人口の減少

幅を小さくしていきたいというところで記載していきたいと思っております。ま

た推計のところなんですけれども、国勢調査を基に人口ビジョン等を作っており

ますが、国勢調査は 5 年ごとに実施されるため出生数などの数字が毎年把握する

のが難しいと思いますので、そういった点も含めまして人口ビジョンの策定の仕
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方というのを考えていかなければならないと考えております。 

4 番目の浜田市を取り巻く情勢の変化というのはそのまま記載したいと考えて

おります。 

5 番目ですけれども、赤字で追加をしております。前回の審議会で策定方針を

説明させていただきましたけれども、そちらの中で今回の総合振興計画は総合戦

略と合わせて作っていきたいとお示しをさせていただいております。総合戦略策

定につきましては前段で人口ビジョンということで人口の推計等を示すことにな

っておりますので、こちらのほうで人口ビジョンを盛り込んでいきたいと思って

おります。 

続きまして 6番目に、今国連のほうで定めております SDGs、17のゴールが全国

的に取組が進むようになっておりますけれども、こちらの達成に向けた浜田市の

取組について記載をしていきたいと考えております。 

続きまして基本構想でございます。基本構想につきましては策定方針でもお話

しましたとおり基本的には内容を引き継ぐこと、そのまま載せていくものと考え

ております。ただ基本指標にある人口や出生数、社会増減数につきましては、人

口ビジョンの見直しも含めまして目標値を変更していきたいと考えております。 

続きまして裏面をご覧いただきたいと思います。 

基本計画の部分になります。この度はここが大きな変更となります。第 1 節概

要につきましては計画期間が 4年間ということで書いてあります。 

続きまして第 2節でございます。まちづくりの展開ということで（2）で今まで

は人口減少対策プロジェクトと示させていただいておりましたが、この度は総合

戦略と一体的に作るということで、総合戦略との関係をお示ししていきたと考え

ております。 

続きまして第 3節部門別計画でございます。まちづくり大綱にある 7つの大綱、

各部門 7 つの項目に分けて作りこんでいきたいと考えております。これにつきま

しては 2 枚目をご覧ください。部門ごとに水産業の振興というような施策大綱を

いくつか挙げて取組を進めることとして掲載されておりますがこちらの構成につ

きましては大きく変えることをせず、現状と課題、また基本方針、それに対する

主要施策等をお示していきたいと考えております。最後には代表的な目標として

KPI を設定して各年度皆さまのほうに進捗を諮っていきたいという流れで、作り

については大きく変更せずに進めていきたいと考えております。 

それでは 1 枚目に戻っていただきまして、第 4 節ではこれまで自治区別計画と

して各自治区の特徴的な取組について記載をしておりましたが、自治区制度が終

了したことに伴いまして地域別計画に名称を変更して各地域の特徴的な取組につ

いて記載をしていきたいと考えております。 

続きまして第 5 節でございます。新たに追加したところになりますけれども、

地域活性化に向けた中山間地域対策の推進ということで、自治区制度がなくなり

まして中山間地域については 5年で 10億円の取組を進めているところでございま

す。そういった取組について議会の中山間地域振興特別委員会でも総合振興計画

にしっかりと明記して取組を進めていくべきではないかというお話も伺っている

ところでございますので第 5 節というところでしっかり明記をして取り組んでい

きたいというところで追加させていただいております。 

第 6 節につきましては開かれた行財政運営の推進ということで、前期基本計画

と同様、こちらは記載をしていきたいと考えております。 

第 3 節から第 6 節につきましては先ほど説明しました構成で記載をして取り組
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んでいきたいと思っております。 

最後、第 7 節でございます。こちらは総合戦略と一体化するということでこち

らのほうで浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略を記載していきたいと思って

おります。記載内容といたしましては総合戦略の概要、そして浜田市の目指す長

期の目標ということで、3 つの目標を掲げたいと考えております。今までの総合

戦略は出生数、社会増減数、人口というところで取り組んでおりましたが、先ほ

どの前期基本計画振り返りのところで、出生数や若い人たちの数を重点的に着目

してというところでご説明をさせていただいております。そういった部分も踏ま

えまして目標値については出生数と若者の社会増減数を目標にあげたらどうかと

考えております。それとあわせて人口ということで目標を掲げてはどうかという

ことで今回記載させていただいております。 

最後ですけれども総合戦略につきましては基本目標を定めて取り組むこととな

っております。この基本目標につきましては国、県の総合戦略に基づいて作るこ

とになっておりまして国、県の基本目標、文言の変更はありますが、趣旨等は変

更なくこの 4 つの趣旨で取組を進めておりますので浜田市の総合戦略につきまし

ては総合振興計画を 10年間で 4年後に次の基本構想を考えるということでござい

ますのでこちらもそれに合わせてこの 4 年については前回の総合戦略を引き継い

でこの基本目標 4 つで取り組ませていただけたらということで構成（案）として

示させていただいております。ご意見等いただけたらと思いますのでよろしくお

願いします。 

会長 ありがとうございました。委員の皆様からご質問、ご意見がありましたらお願

いします。 

中島委員 今日は構成（案）ということなので、ここで聞いてはいけないと思うのですけ

ど資料 2 の裏側の第 7 節、今度出生数と若者の社会増減数を入れるということで

すが、若者の定義、年齢は何歳を考えておられますか。 

政策企画課長 若者の社会増減数の若者の定義というところでございます。若者の定義につき

ましては基本的に何歳から何歳までという決まりはございません。国においても

厚生労働省あるいは国土交通省が使っている若者でありましても若者の年齢の幅

はそれぞれ違っております。そうしたことで今後浜田市も人口推計などを作って

いくなかで、今あえて若者という言い方をさせていただいておりますけども、15

歳から 39歳がいいのか、あるいは 20歳から 49歳までがいいのか、そうしたとこ

ろは今後議論させていただいてまたそのことを委員の皆様には意見をいただいた

なかで決めていきたいというふうに考えております。ただ概ねこれまで、浜田市

総合振興計画を打ち出してきたなかでは若者を大体 20 歳から 39 歳までといった

ところでどうかと考えているところです。 

会長 その他、細かなことでも結構です。 

石田委員 基本計画のほうで、今年になって協働のまちづくり推進条例とまちづくりセン

ター条例の 2 本が施行になっていますが、協働のまちづくり推進条例の関係が 4

節と 5 節に入っているということを理解しておりますが、4 節の自治区という表

現が地域に置き換わるだけなのか、それともそれぞれ計画がありますがなんらか

の変化があるのか。例えば一体的まちづくりという概念がありますがその辺りで

5 地区共通のなんらかのものを新しく設けるのか、その辺がもしお考えがあれば

伺いたいのと、まちづくりセンター条例の施行についてこの基本計画でなんらか

の影響がある場所があるのかありましたら教えてください。以上です。 
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政策企画課長 まず第 4 節の地域別計画のところ、この度自治区制度廃止といったところから

地域別で残していくといったところの内容等を踏まえましてこれから進めさせて

いただきます協働のまちづくり推進条例、そうしたなかでの取組、課題等も含め

まして、これまでのそれぞれ自治区別で行う計画としていた自治区別の計画の中

身と、市全体の事業、そうしたものとの一本化、そういったものをどうやって計

画の中で示していくかということにつきましては現在議論しているところでござ

います。次回以降、現状と課題の下の主要施策、あるいは代表的な目標を議論さ

せていただいたものをお示しさせていただく予定としております。その中でそう

した点がどうなっているかといったことも踏まえて内容をお示ししていくなか

で、ご意見を伺っていきたいと思います。またまちづくりセンターの関係につき

ましては、構成（案）の中でははっきりと示させていただいておりませんが、例

えば部門別の地域振興部門、あるいは教育文化部門に関わってくるものであろう

かと思っておりますのでその中で取組等を示していきたいということになろうか

とも思っております。また第 4 節のところでも地域別の個性を活かしたまちづく

り、そういったところでも内容が関わってくると思いますのでそうしたところも

踏まえた内容を今後示させていただきたいと考えております。また全体的な前期

の振り返りあるいは今後の総合振興計画全体の方針、そうした中でも当然協働の

まちづくり推進条例、あるいはまちづくりセンターが基本になっているといった

点も記載等させていただく必要があろうかと考えております。 

会長 関連してでもその他の観点でもよろしいので委員の皆様から何かございません

か。 

櫨山委員 前期基本計画の振り返りのところに、ここではいわゆる人口関係のことしか書

いてないですけれどもどこまでの範囲で振り返りを考えられているのでしょう

か。いわゆる個々の項目について全部振り返るとなると大変なんでしょうけれど

も、どこまでかを聞かせていただければと。 

政策企画課長 前期の振り返りどこまでかということでございます。今回後期基本計画の策定

に当たりましては、前期が今年度までの計画期間となっておりますがその全てを

反映したものを前期の振り返りということは策定をする段階で難しいと思ってお

りますので、基本的には先ほど皆さんにご意見等いただいておりました毎年行っ

ております進捗状況その辺を踏まえて最後に毎年総括的なことでまとめをさせて

いただいております。そうしたことを踏まえて振り返りという形で、この前期基

本計画の振り返りといったところをまとめていきたいと思っております。その中

で具体的に個別の計画がどうだったかと一つ一つ載せていくのは当然難しいと思

っておりますので先に言いましたように全体的な項目の達成率、あるいは進捗評

価の状況等をまとめさせていただいたものから、今例えばここに示させていただ

いておりますように人口減少をなかなか歯止めがかけられなかったところが課題

であるといったようなまとめ方といったところでしていけたらいいかなと事務局

のほうで考えております。 

会長 振り返りの仕方はこれから工夫を凝らしていくと思いますが、ひょっとしたら

例えばまちづくり大綱ごとの記載も可能性としてあるのかなと思いましたのでコ

メントをさせていただきます。 

その他ございませんか。 

岡山委員 基本構想の序論の中に SDGs の達成に向けた取組という項目があるんですけれ

ども、SDGsは物凄く幅があるのでここだけで書けるものなのかなってちょっと思
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ったのとあまりにもカバーしているエリアが広すぎると何をどう取り組んでいく

のかがちょっとわかりにくいかなと私は思ったので、大綱のところにここでは

SDGs的な取組はこうしていきますと書いたほうが各々の取組がわかりやすいのと

振り返りがしやすのかなと思ったので、気づいたことを言わせてもらいました。 

政策企画課長 たしかに SDGs、一番基本となる 17 の目標をこの総合振興計画に振り分けして

いくに当たりましては内容自体が幅広いことから、どこに当たるかと言った点に

つきましては、今この計画には 17の目標でアイコンというかマークを定められて

おりますそれを関わるものについては、例えばこの先ほど見ていただいた部門別

のそれぞれ頁の中でもしかしたらそういったマークが 2つ入るかもしれません、3

つ入るかもしれません。そういったようなことでこのまちづくりの大綱の中では

SDGs がそういった 17 項目の何個かが関わってますよというような示し方等をし

ていきたいと思っております。ただ本日の資料でイメージ等出していなかったと

ころにつきましては大変申し訳ございません。 

会長 SDGsはすみません、恥ずかしながら私は勉強不足なところがあるんですけどア

イコンをつければそれでよいというものではないと思いますので、そこは工夫を

して記述をしていただければというところです。 

その他ございませんか。 

資料 1 の中でも進捗が芳しくない部分は見直したほうがいいというようなご意

見があったかと思いますけれども、ちょっと私の確認になりますが、主要施策の

入れ替えみたいなことは考えておられるかどうか確認をさせていただければと思

います。 

政策企画課長 主要施策の項目についてですが先ほどの資料 2 の 1 枚目の部門別計画の中身の

資料を見ていただきますと、今水産業の振興ということでその中で主要施策で地

元漁船の存続や担い手確保対策というような記述が計画書のほうでされておりま

す。基本的にはこの主要施策の項目というのは今の前期基本計画を基本としてや

っていきたいと思っております。これがごっそり変わると前期基本計画との比較

といったところも必要じゃないかということで、基本的には主要施策は前期基本

計画を踏襲して作っていきたいと考えておりますが当然今ある主要施策の中で必

要でない、あるいは統合したほうがいいというようなものも出てくるのではない

かと思っていますので全てこのとおりにしますということで固めているものでは

ございませんが、基本的には前期基本計画で定められているこの項目というもの

を基本に進めていきたいと考えております。 

会長 はい、ありがとうございます。 

主要施策は基本的には維持をし、その中で取り上げられる事業・取組について

はもしかしたら入れ替えもあるかもしれないというと思いますが、その他いかが

でしょうか。 

石田委員 最後に資料 2 の 2 枚目がついておりますが、部門別というところでございまし

て、今日も質問に対して浜田市の考え方を説明していただきましたが、実は前の

審議会のほうでも同じことがありまして、その時に出た意見なんですが、例えば

水産業の振興というのがあります。産業別部門では水産業の振興と農林業の振興

など型どおりのことが書いてあるのですが、これがサブタイトルをいれてもっと

わかりやすくならないだろうかという意見がありました。例えば水産業の振興は

水産浜田の活気を取り戻すとか、農林業の振興は持続可能な農業で自然環境を守

るとか、商工業の振興は企業の新たな挑戦を支援しますとか、観光・交流の推進
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はようこそ浜田運動とか、企業立地による雇用の推進は浜田で働こうというのは

どうだろうかという意見もあったのですがこのサブタイトルということについて

は、その時の回答では後期基本計画ではサブタイトルの記載などを含めて記載方

法については検討させていただきますという回答があったのですが、これは大筋

で変わる話ではないので読みやすさをどうするかということですがその辺りをど

う考えておられるのか伺いたいと思います。 

政策企画課長 先ほどいただいた石田委員さんからの発言につきましては、昨年度の総合振興

計画審議会で進捗状況を皆さんにお示しさせていただいた中の意見をまとめさせ

ていただいた中におっしゃられる意見があったかと承知しております。当然先ほ

ど言いましたように基本的には前期の項目の名称というものを基本として進めて

いきたいと考えておりますが先ほどありましたような意見もございますので統合

等整理したほうがいいのか、あるいは名称等も含めてこのままでいいのかといっ

たところは当然検討していきたいと考えております。 

会長 ただいまのご意見はわかりやすい計画を市民に提供するという意見ですので、

ぜひご検討いただければと思います。 

他にございませんか。 

（なし） 

会長 そうしますと議事は先に進めさせていただきます。 

(3) 人口推計について 

会長 (3) 人口推計についてということで事務局から説明をお願いします。 

政策企画課長 

資料 3 説明 

浜田市の人口推計についてということで資料 3 の 1 枚紙のものをご覧いただけ

ればと思います。 

先ほど資料 2 の構成（案）のところで説明等をさせていただきましたが、総合

振興計画の中で人口ビジョンを示すなかでこれまでの人口動態あるいは今後の人

口がどうなるのかといったところ、あるいはどういった人口の目標として計画を

作っていくかというところを数字を今後固めていかなければならないといったと

ころで現在直近のできる範囲のところで浜田市の人口推計がどうなるのかといっ

たものをこの資料の中でまとめましたので説明のほうをさせていただきたいと思

っております。 

まずⅠの前回策定時人口推計と現在の推計の比較といったところでございま

す。今の総合戦略あるいは総合振興計画のところで示させていただいている数字、

あるいは人口推計についてをこの表の中にあります策定時といったところの数字

を活用させていただいているところです。それが現状というところでございます

と国勢調査の人口でいきますと約 58,000人から約 54,000人の人口になっている、

あるいは出生数については年間 442 人が年間 296 人の出生数になっている、ある

いは社会増減数については年間マイナス 319 人だったものがこの直近では年間マ

イナス 170 人になっているといったところの現状がございます。その隣には前期

基本計画の目標値として数字を示させていただいておりますけれども、今の計画

では 2025 年では人口は 52,000 人、あるいは出生数は年間 400 人を目指す、社会

増減数は年間マイナス 200 人までに抑えるといったところで人口の推計等させて

いただいたものを掲載しているところでございます。その下に現状、あるいは策

定時の数字がどうなっているかといった点を踏まえまして第 1 回の審議会の中で

ここ 5 年の人口動態といったもののご説明等をさせていただいておりました。そ

れの人口、出生数、社会増減数を改めて毎年のその増減がどうであったかといっ
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たものを表にしております。 

人口につきましては表に示しているとおり年間 800 人近く減ってきているとい

う状況です。国調人口についても 2015年度には 58,105人であったものが 2020年

度、これはまだ国の速報値で確定値ではございませんが、今 54,622人といったと

ころの数字が示されているところです。 

またその下出生数につきましては、途中でプラス 4 人といったところで増えて

いた年もございますけれども、前年と比較してここ数年は大きく出生数が減少を

しているということで傾向的には今後も出生数については減っていくといった点

について厳しく見ていかなくてはいけないのではないかといった点、社会増減の

推移につきましては年間マイナス 200人を 2025年のところで目指すということで

計画は示しておりますけれども、表のほうをご覧になってわかるように一時マイ

ナス 351 人と前年と比較して大きく減ったといった状況もございますが、ここ数

年でいきますと前年度数値よりも数値は改善してきているといった社会増減の状

況も見られるということでございます。ただ社会増減につきましては昨年度の数

字は新型コロナウイルスの状況等もあって移動等が控えられているといった点も

ありますので、たしかにマイナス 170 人ということで大きく改善しているように

見えますが今後のコロナの影響がどう出るかといったところを非常に危惧してお

ります。 

裏面をご覧いただきたいと思います。これまでの人口の動態については先ほど

の資料の状況といったところでございますが、そうした点等を踏まえて今後人口

推計、どのような数字を示していくかといったところにつきまして、直近のこち

らのほうで計算できる数値等を用いて、4 パターンほどこういった設定をして人

口推計等をグラフで示させていただきました。まず前提条件といったところで前

回の浜田市の推計といったところで、現在の総合戦略の推計を直近の数字に当て

はめたものをパターン 1 として示させていただいております。その内容としまし

ては合計特殊出生率、これは一生涯に 1 人の女性が生む子どもの数を示す数値で

ございます。それを 2040 年までに 2.17 まで段階的に上昇させる、転入転出など

の社会移動を 2040 年までに段階的に縮小させ、2045 年以降は社会移動なし、つ

まりプラスマイナスゼロにしていくというのが今の総合戦略の推計となっていま

すので、まずは総合戦略の数値を当てはめてみたものが 1 番目でございます。続

いて社人研準拠と書いております。その表の下の※印で書いております社人研と

いうものにつきましては、国立社会保障・人口問題研究所といったところが国、

県あるいは各自治体の人口、そうしたものを調査・研究して推計等を示しており

ます。どこの自治体も人口推計等をいろいろ計算する場合、この社人研が推計し

ている数値を用いて推計等をされることが多いので浜田市もこの社人研が作った

人口推計を基に示させていただいているところでございます。その社人研が示し

ました数字というものがどういうものになっているかといったところにつきまし

て 2 番目の人口推計の数値として示させていただいております。この社人研につ

きましては合計特殊出生率、今社人研では 1.7 といったところの数字を使われて

おりますけど、その数字はほぼ横ばいで推移し社会移動につきましては 2045年ま

で段階的に縮小させる、そして 2045年以降の移動率といったこれまでの段階的に

縮小した移動をそのまま同じ数字を継続して用いていくといったような形で推計

をされています。そういった形で推計されたものがこういうグラフを示すといっ

た点、続いてそういった社人研等の推計を基に浜田市で独自に設定した数字を掲

載してみました。シミュレーション 1につきましては合計特殊出生率を 2045年に
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2.07まで段階的に上昇させて、社会移動につきましては先ほど申しました社人研

が使われている社会移動の移動率をそのまま使わせていただくといったことで推

計をしております。この中で 2045 年に 2.07 まで段階的に合計特殊出生率を上昇

させていくといった 2.07については、島根県のほうが総合戦略の中で示しておら

れる合計特殊出生率を使わせていただいたということです。シミュレーション 2

につきましては同様に合計特殊出生率を 2045 年に 2.07 まで段階的に上昇させる

んですが社会移動につきましては 1 番目にご説明しました今の浜田市の総合戦略

で使っております社会移動、2040年までに段階的に縮小させ、2045年以降は社会

移動なし、つまりプラスマイナスゼロにするといったところで推計してみてはど

うかというところで数値を計算したものです。そうした前提条件 4 つを推計して

みたところ、真ん中のグラフにありますように社人研の推計でいきますとほぼ 40

年後の 2060 年には赤いグラフになりますが 32,440 人、あるいは今の浜田市の総

合戦略の数値を用いてみた場合は青いグラフになりますが 37,619人、ただ昨今の

出生数や若い人の減少数を考えてシミュレーション 1、2といったところで少し厳

しめにしながら、社人研が推計するよりは目標設定等を行って人口を維持してい

く必要があるのではないかといったところでシミュレーション 1、2を示させてい

ただくと 36,536 人あるいは 33,507 人といったところまで抑えられるのではない

かといったところで推計のほうを示させていただいたところです。そうした前提

条件を基にそれ以下のところにつきましては 5 年ごとの数字ではございますが人

口、あるいは参考として 5 年平均での出生数、それと 1 番下に特に 20 から 39 歳

までの女性といったところについてはどのような数字になるかといったところを

推計の参考として示させていただいております。なお 2020年のところでシミュレ

ーション 1、2、赤く塗りつぶされておりますけれどもこの数字についてはこの 5

年間、出生数の平均の数、あるいは女性の数といったものを用いさせていただい

ております。出生数につきましては 300 人をきったという数字になっております

ので 5 年平均 360 人で見るとすこし過大な数字ではないかというご意見もあろう

かと思います。そうした点等も踏まえまして、今後さらに先ほど申しました人口、

どのような数字を設定していくかというところはまた事務局のほうでも内容をま

とめさせていただいて次回以降のところでご意見を伺っていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

会長 ただいまのご説明に対して何かご質問、あるいはご意見がございましたらどう

ぞご発言ください。 

宮本委員 出生数の推移の件なんですけど、人口の中で目標値が 400 ということで目標値

が高いのはすごくいいことだとは思いますけど、やはりそういう施策だとかとい

うのはどういう考えを持っておられるのかということをちょっとお聞きしたいと

思っております。それで今のシミュレーション 1、2のところでもなにかこの 360

からというところもわかりにくいところがあるのでもう 1 回説明をお願いできた

らと思っております。 

政策企画課長 まず 1 点、出生数が 400 人という目標をこれまで掲げて説明させていただいて

おりました。その中で先ほど申しましたように 300 人を切るといったところで直

近のところの出生数の数字になっております。そうしたことからそういった出生

数を増加に向けた取組が必要だろうということで今年 3 月に議会等でも示させて

いただきましたけれども総合戦略プラスということで特に出生数を増やす取組と

して例えば子どもを生んでいただくためにまずは出会いがあって結婚していただ
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く、そして子どもを生んでいただいて子育てをしていく、そうしたところを一括

で取組につなげていきたい、トータルで応援していく応援プログラムというよう

な形で戦略プラスというものを示させていただきました。その中で結婚された方

へのお祝い金といったような形でありますとか、子どもを生んでいただいた方へ

の出生祝い金といったようなことでの補助とかそういった支援メニュー等も示さ

せていただいて現在取組をさせていただいております。その戦略プラスにつきま

しては後期基本計画の中でも引き続き取り入れてやっていくといった考えでおり

ますが、当然今示させていただいている支援だけで出生数がすごく増えていくと

いったことにつながるとは思っておりませんので、さらに後期基本計画をまとめ

ていくなかではもっともっと効果的な事業、どういったものをやっていったらい

いかということも検討していかなくてはならないと考えております。 

それと先ほどの資料 3 のシミュレーション 1、2の 360という数字について分か

りにくいといった点でございます。大変失礼いたしました。出生数につきまして

は資料 3 の表面に 2015 年度から 2020 年度までの出生数を示させていただいてお

ります。この数字の近 5 年を平均すると出生数が 360 になるということで出生数

を 360 ということでこのピンク色で示させていただいております。これにつきま

しても今のこの人口推計を作るにあたりましては国勢調査の数字を基本としてお

ります。国勢調査については 5 年に 1 度の調査ということでこのあたりの数字も

5 年に 1 度数値が出てくるといったことから毎年の出生数というのがこの計画の

中で事実上反映されていかないということがありますので 5 年平均、5 年ごとの

数字をつくるのに先ほども申しました浜田市の 5 年の平均の出生数をすこし 5 年

に合わせて用いさせていただいたということで 360 という数字を使わせていただ

いております。以上でございます。 

会長 その他ございませんか。 

櫨山委員 5年ごとという話はあるんですが、いわゆる実際問題として 2018年、2019年、

2020年、これは浜田市の合計特殊出生率というのはわかりますか。 

政策企画課長 合計特殊出生率につきましては資料 3 の裏面の合計特殊出生率の推移を示させ

ていただいている下に※印でつけさせていただいております。合計特殊出生率に

つきましては国のほうが合計特殊出生率を示されます。それが今直近でいきます

と平成 25 年から平成 29 年の 5 年平均の合計特殊出生率というものが示されてお

りましてそれがこの表のピンク色で示させていただいている 1.77 という数字が

浜田市の合計特殊出生率ということでさせていただいております。 

櫨山委員 5年ごとの平均はわかるんですけども、実際にそれぞれ単年度、4月から 3月の

浜田市の合計特殊出生率はわかりますか。 

政策企画課長 これは毎年の数字を把握しておりません。そもそも合計特殊出生率を出す計算

が浜田市の合計特殊出生率を使う、例えば女性の数という分母が非常に小さいこ

ともありまして分母が少し動くだけで数字が大きく変わるということがあります

ので、基本的に各市町村で合計特殊出生率を出すのは、それがあてになる数字か

どうか指標として難しいということもありますので、計算上できないことはあり

ませんがこの数字がある意味ひとり歩きするのは非常にどうかといったこともあ

りますので事実上国が発表した 5 年平均のものを使わせていただいて各年度のも

のはこちらのほうでは計算していないという状況にしております。 

櫨山委員 ただ、この近年出生数そのものが急激に落ち込んでいますのでこういう数字を

見ると本当に 5 年ごとの平均という考え方が正しいかどうか、それがちょっと心
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配だなと思って聞いたものです。 

政策企画課長 おっしゃられるとおり、国勢調査等を基に 5 年平均でさせていただくと、各年

度毎年、進捗管理していくには状況を把握しにくいといったこともございまして

資料 2 の前期の振り返りの中でも示させていただいておりますけれども、5 年ご

とでそういったものを把握するのではなく毎年出生数を把握しながらどうしてい

ったらいいかという対策を考えていったほうがいいのではないかといったことで

後期基本計画の中ではそういった方向で推計値等を作らせていただければと考え

ております。 

櫨山委員 ありがとうございました。 

会長 櫨山委員のご意見ももっともな部分があって、ちょっと素人考えなので的はず

れかもしれませんが、移動で 5 年平均を見るとかちょっと工夫をしていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

その他ございませんか。 

後期基本計画の中の人口ビジョンになっていくところかと思いますので委員の

皆様のご意見伺えればと思いますが他ございませんか。 

（なし） 

そうしましたら、またお気づきの点がありましたら後ほどでもお知らせいただ

ければと思います。 

今後は浜田市としてどのような推計を使って計画を策定していくか検討されて

いくかと思いますので、これは次回入れてくるような感じですか。 

政策企画課長 先ほどお示ししました人口推計につきましては改めて毎年の数字が追えるよう

な数値等を検討しているところでございます。次回のところでそういったなんら

かの推計の形をお示しさせていただいて、ご意見を伺いたいと考えております。 

会長 はい、ありがとうございました。 

2 説明事項 

（1）総合振興計画後期基本計画に係る「現状と課題」について 

会長 そうしますと次第では説明事項になりますかね。第 2 次総合振興計画後期基本

計画に係る「現状と課題」についてということで事務局から説明をいただければ

と思います。 

企画係長 

資料 4 説明 

後期基本計画現状と課題について私のほうから説明をさせていただきます。こ

ちらにつきましては先ほど構成（案）のほうで示させていただきました、施策大

綱ごとの構成を説明させていただきましたが、そちら部門別地域別の現状と課題

の部分について作りこんだものになります。策定にあたりましては各担当部署に

おきまして、関係団体のほうにヒアリング等実施させていただいて情報等聞きな

がら作ったものになります。見方といたしましては資料 4 の 1 頁目をご覧いただ

きたいと思います。現状と課題ということでこうして書いてあるものがこの度作

りこませていただいた案ということになります。2 頁を開いていただきますと赤

字で現状と課題と書いてありますが、こちらは前期基本計画で記載している現状

と課題となっておりますので、どのように変わったかというのを見比べながら、

後ほど見ていただければと思います。これに対しますご意見につきましては、本

日お配りしている資料の最後に様式をつけさせていただいております現状と課題

に対する意見ということで様式を作っております。こちらのほうは来週の木曜日

までにご提出をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。提出の

際には委員さんのお名前と何部門の何頁に対するご意見かということがわかるよ
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うに記載いただくと大変喜びますのでよろしくお願いいたします。 

そういったことから本日はこの内容について趣旨ですとか新たな取組、現状と

課題の記載内容、こちらのご説明だけにとどめさせていただいて、ご意見等につ

きましては事前にいただいた内容を含め、次回の審議会のほうでさせていただけ

ればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは内容について重点的なところを説明させていただければと思います。

また 1 頁をご覧いただければと思います。まず産業経済部門になります。施策大

綱の水産業の振興に関する現状と課題ですけれども、こちらにつきましては地元

沖合底引き網漁船団 1 ヶ統が廃業、水揚量の更なる減少が危惧されているという

こと、漁業就業者の高齢化や後継者不足によって厳しい状況が続いているという

ことも記載させていただいております。 

続きまして 3 頁です。農林業の振興についてでございます。農業につきまして

は荒廃農地（耕作放棄地）が拡大する傾向にあるということ、また担い手不足等

により組織の弱体化や産地維持が難しくなっている、また更なる担い手の育成や

担い手への農地集積・集約する取組が必要ということで記載しております。林業

につきましては、森林所有者の高齢化により放置された森林が増えること、そう

いったことで循環型林業を展開するため森林管理者の明確化による適切な森林整

備と伐採後の再造林を進めていく必要があるということで記載しております。 

続きまして 5 頁でございます。商工業の振興につきましては、情報発信や新事

業展開への支援が求められるということやアフターコロナを見据えた取組が必要

と、またふるさと寄付についてもその使い道のアピールや浜田市の魅力特産品の

PRの推進というところが求められているということでまとめさせていただいてお

ります。 

続きまして 8 頁をご覧いただきたいと思います。国際貿易港浜田港などの港湾

を活用した産業振興ということでございます。こちらにつきましては国際定期コ

ンテナ航路の取扱貨物量は確実に増加しているという現状があります。大型船舶

に対応した係留機能の強化や、荷捌き用地の確保・保管機能の充実、またコロナ

禍における海上運賃の高騰、またクルーズ船受入等の対応に取り組んでいく必要

があるということでまとめております。 

続きまして 10頁をご覧いただきたいと思います。観光と交流の推進でございま

す。新型コロナウイルスの影響によりまして甚大な影響のあった令和 2 年以前は

横ばいの傾向にありましたが、本市の観光入込客数延べ数は近年減少傾向にある

ということ、特に石見地域、隠岐地域はともに減少傾向であることが書いてあり

ます。また観光客のニーズも多様化しており市民や民間企業など様々な主体が連

携しお互いがレベルアップしていく必要があるということ、また SNS などの効果

的な情報伝達ツールの活用またタイムリーな情報発信による情報発信力の強化が

必要ということでまとめさせていただいております。 

続きまして 12頁です。企業立地による雇用推進ということで、有効求人倍率は

近年 1.5 倍を超えているということ、ただ雇用のミスマッチを解消する必要があ

るということを書かせていただいております。また新型コロナウイルス感染症の

影響でテレワークなど新しいワークスタイルの定着が予想されておりますので、

サテライトオフィスの誘致などが求められているということでまとめられており

ます。 

続きまして 13頁です。健康福祉部門になります。医療体制の充実につきまして

は全国的にも医師の増加が図れてきておりますが医師の地域偏在や診療所偏在と
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いった課題は依然としてのこっているということで挙げさせていただいておりま

す。 

続きまして 14頁です。健康づくりの推進の取組でございます。がん年齢調整死

亡率の記載をさせていただいていることと、新型コロナウイルスの感染症により

体力低下やうつなどの心の健康面への影響が心配されているということで記載し

ております。 

15頁です。子どもを安心して産み育てる環境づくりということで子育てと仕事

を両立できる環境の整備が重要ということ、出産を希望する世帯への支援やもう

一人産み育てたいと思えるような環境づくりが重要となっている、また積極的な

情報発信、情報提供やいつでも相談できる場が必要とされているということ、最

後には行政内の各部局が連携し幅広い視野で様々な立場から総合的に子育て支援

を考えることが求められているということでまとめさせていただいております。 

続きまして 16頁、高齢者福祉の充実ということで、在宅での療養が難しい高齢

者や専門的な介護を必要とする高齢者への対応を記載しております。また在宅医

療・介護の連携強化及び認知症になっても暮らしやすい地域づくりの推進が求め

られているということを記載しております。 

続きまして 17頁です。障がい者福祉の充実では新たに設置いたしました「浜田

市基幹相談支援センター」を中心としまして、相談支援体制のより一層の充実を

進めていきたいと記載しております。 

続きまして同じく 17頁の下にあります地域福祉の推進でございます。地域や家

族の繋がりが希薄になりつつあるということ、そういったことも含め地域で支え

合う体制の構築が求められているということ、生活課題は分野を超えた支援関係

機関の連携が必要となっているということを記載しております。 

続きまして教育文化部門、19頁になります。学校教育の充実につきましては多

様な人々と協働しながら持続可能な社会の創り手となることができるようにする

ことが重要ということ、また教育施設の計画的な整備・改修について検討する必

要があることを記載しております。また GIGAスクール構想によって ICT機器を活

用するなど、個別最適化された指導を推進していくことも必要ということで記載

させていただいております。 

続きまして 20頁です。家庭教育支援の充実ということで、地域ぐるみで子ども

も大人も成長できる取組を推進する必要があるということ、また青少年自立支援

事業として専門職員の配置や一人一人に応じた支援に努める必要があるというこ

とを記載しております。 

続きまして 21頁です。社会教育の充実というところでは、学校におきましては

「社会に開かれた教育課程」の実現が求められているということ、また公民館が

まちづくりセンターになり、まちづくり活動団体と連携し、学びから実践までつ

ながる取組が必要ということを記載しております。 

続きまして 22 頁の生涯スポーツの振興につきましては、令和 12（2030）年に

島根県において第 84回国民スポーツ大会が開催される予定であり、それに向けた

取組について記載しております。 

続きまして 23頁です。歴史・文化の伝承と創造というところでは文化施設を活

用した市民参加型のイベント等を実施し、文化活動の活性化と人づくりを進める

必要があるということ、また伝統文化や地域の歴史文化を次世代へ継承していく

必要があるということ、そして歴史・文化に親しめる環境整備と人づくりを推進

する必要があるということを記載しております。 
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続きまして 25頁です。環境部門になります。特性を生かした景観形成の推進で

は連携と協働による景観づくりを推進する必要があるということ、また平成 29年

に策定いたしました浜田市景観計画に基づきまして、良好な景観保全に努めてい

くということを記載しております。 

続きまして 26頁です。環境保全と快適な住環境づくりの推進ということで市民

一人一人が環境保全・美化に対する意識を高め、様々な主体との協働した取組が

求められていることを記載しております。 

続きまして 27 頁、地球温暖化の推進では、国の「2050 年カーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を目指す」宣言を踏まえまして、国・県と強調した取組が

求められているということを追加して記載しております。 

続きまして 28頁です。循環型社会の構築ということで、ごみの区分について変

更しておりまして、これにより被覆型埋立処分場は約 36年間の延命をすることが

できたということ、また不法投棄が後を絶たない状況にあるということから環境

パトロールの強化や意識啓発が必要ということを記載しております。 

続きまして 29頁です。生活基盤部門になります。道路網の整備ですが令和 7年

度中に三隅益田道路が開通する予定であるということ、浜田道につきましては暫

定 2車線区間が多いというところを伝えさせていただいております。国道、県道、

市道や農林道については更なる防災対策と維持管理が必要ということを記載して

おります。 

続きまして 30頁です。公共交通の充実というところになります。高齢者の運転

免許証保有率の上昇と人口減少の影響によって路線バス等の公共交通利用者は

年々減少傾向にあるということ、また新型コロナウイルス感染症の影響によって

利用者が大きく減少していることを記載しております。また市の生活路線バスや

予約型乗合タクシーを運行し、高齢者が安心して生活できるための移動支援策に

取り組んでいく必要があるということを記載しております。 

続きまして 31頁です。地域情報化の推進につきましては全市のケーブルテレビ

回線を光回線に改修する高速情報通信基盤の整備を進めているということ、また

国が示しております「新しい生活様式」やデジタルトランスフォーメーション等

の高度情報化社会に対応した市政運営が問われているということを記載しており

ます。 

続きまして 32頁になります。充実した都市基盤の整備というところで人口減少

と高齢化が進むなか、効率的でコンパクトな都市づくりを進める必要があるとい

うこと、また浜田駅周辺や浜田市役所周辺の状況について記載しております。 

続きまして 33頁です。快適な生活基盤の整備ということで水道事業の状況を記

載させていただいております。また市営住宅につきましては市営住宅の位置づけ

を整理いたしまして民間の賃貸住宅や空き家も含めましてその活用を検討してい

く必要があるということ、また地籍調査事業につきましては進捗率が 44%となっ

ており早期の実施が必要ということを記載しております。 

続きまして 35頁です。防災・防犯・消防部門になります。災害に強いまちづく

りの推進ということで国土強靭化に向けた一層の取組が必要ということ、また災

害時の安全な避難所の設置や地域住民と連携した避難所運営に関する内容が主に

追加されております。 

続きまして 36頁です。地域防犯力の強化・交通安全対策の推進ということで架

空料金請求詐欺の発生が後を絶たないということを記載しております。また高齢

者の交通事故が大きな社会問題となっているところを記載させていただいており
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ます。 

続きまして 37頁です。消防・救急体制の充実では救急需要は増加に歯止めがか

かった状態ですが、今後も急激な減少傾向とはならず横ばいで推移することが予

想されるということで体制を構築する必要があるということで記載しておりま

す。 

続きまして 39頁です。地域振興部門になります。地域コミュニティの形成につ

きましては、本市では今年の 4 月 1 日に「浜田市協働のまちづくり推進条例」を

施行し、「協働のまちづくり」を推進しているということ、またまちづくりセンタ

ーでは社会教育・生涯学習の推進に加え、まちづくり活動の拠点として取り組ん

でいくということを記載しております。 

続きまして 41頁の人がつながる定住環境づくりの推進のところでは、少子化の

要因の一つに晩婚化・未婚化が挙げられることを追加しております。また関係人

口との連携についても追加で記載しております。 

続きまして 42頁です。大学等高等教育機関と連携した地域づくりでは今年の 3

月に地域政策学部と国際関係学部が新たに県大で改編しております。大学との共

同研究に取り組むとともに、附属機関の委員等を委嘱させていただいているとい

うこと、また学生と市民が連携したまちづくりを推進するために交流事業の支援

に取り組んでいるというところを記載しております。 

続きまして 43頁です。人権を尊重するまちづくりの推進ということで社会経済

情勢や時代の変化のなかで人権問題も発生しているということ、また学校、家庭、

地域などあらゆる場において人権教育・啓発を行っていくことが必要というとこ

ろを記載しております。 

続きまして 46頁です。男女共同参画社会の推進ということで性別による固定的

な役割分担はなくなりつつある、そんななかで家事、育児など家庭における役割

を実際に担う女性比率は高い、加えて地域活動等の場における意思決定への女性

の参画率は低いというところを記載させていただいております。性別に関する思

い込みや決めつけを解消していく取組が重要ということを記載しております。 

45頁からは地域別の現状と課題になります。45頁は浜田地域になります。産業

のところになりますが、山陰浜田公設市場「はまだお魚市場」がオープンしてお

ります。また、高度衛生管理型荷さばき所の整備が進んでいるということ、また

中心市街地において以前のような賑わいがなくなっており、浜田駅周辺の状況に

ついて記載しております。地域づくりにおいては地域における自治機能を維持し

地域課題に対応できる地域コミュニティの体制づくりを進める必要があることを

記載しております。 

47頁です。金城地域になります。産業につきましては新開団地と元谷団地の開

発により、農産物の生産拡大を進めていっているというところ、そんななか、担

い手の高齢化や耕作放棄等による荒廃農地の拡大に歯止めがかからず課題となっ

ているということを記載しております。地域づくりでは人口減少、高齢化が進む

地域社会において通院・買い物といった移動手段の不安や防災面の不安等が顕在

化しているということを記載しております。 

48頁、旭地域におきましては地域での暮らしを守り維持していくために、地区

単位での農地保全の推進が必要ということでまとめております。地域づくりでは

高齢者の移動手段の確保、地域課題の解決に向けた持続可能な活動が実施できる

ような取組が必要ということで記載しております。 

続いて 51頁の弥栄地域になります。産業では農業におきまして作業の効率化・
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省力化を図るとともに持続可能な農業が実践できる組織体制の構築が求められて

いること、また豊かな自然環境や生活文化を活かした関係人口を増やす取組も求

められているということも記載しております。地域づくりのほうでは令和 3 年度

に弥栄地域内のまちづくり推進委員会を一本化しており、地域としての一体的な

取組を推進する仕組みを構築したということで記載しております。 

53頁、三隅地域でございますが、産業につきましては石州半紙や西条柿等につ

いて記載をさせていただいております。地域づくりにつきましてはまちづくり推

進委員会と共に各地区が抱える課題解決に向けて取り組んでおるというところを

記載しております。 

以上が浜田市のほうでヒアリング等を踏まえまして作成した後期基本計画に向

けた現状と課題の素案になっております。事前にご意見等まとめていただいて事

務局のほうへ提出いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 

会長 はい、ありがとうございました。 

現状と課題についての意見という用紙をご準備いただいておるようですので、

現状と課題については事前にご意見を頂戴して第 3 回の審議会のところでご意見

を伺いたいということですが、特に進め方を中心に何かこの場で全体的なことで

確認なさりたいことがあればどうぞご発言ください。 

 些末なことですが、現状と課題がグラフも入っておりましてかなりボリューム

がありますがこのまま盛り込まれていくのかなというところを気にはしてますけ

どいかがですか。かなりのボリュームになるのではないかと推察するんですけど。 

政策企画課長 今お示しさせていただいた現状と課題の中にグラフ等、お示しさせていただい

ております。一応、現状と課題の中で伝えさせていただいているところは状況が

わかるようにということでグラフのほうを示させていただいております。実際に

計画書をまとめさせていただく段階におきましてはこういったグラフをある程度

部門ごとに頁をまとめていくなかで冊子を作っていきたいと思っておりますので

場合によってはグラフを割愛させていただくといったこともあるかもしれません

し、さらに現状に近いところでの数字が今後出てきた際には数字の変更等もさせ

ていただいたなかで載せさせていただくということもあろうかと思っておりま

す。 

会長 ありがとうございました。 

その他、委員の皆さんから何かありませんか。 

（なし） 

そうしますと事務局からはこれに対する意見については 8月 12日までにお願い

しますというところで委員の皆様はよろしくお願いします。 

櫨山委員 ちょっと気になったのですが、弥栄のほうでガソリンスタンド、農協さんがや

っているのがなくなるということで大騒ぎして市のほうからも補助金出して存続

するようになったという話を聞いておりますけども、要するにエネルギーという

のも生活基盤の中でも重要な点でございまして、今ざっと見たけれどもエネルギ

ーというのはカーボンニュートラルに関してしか何も書かれていないんだけれど

もその点はもう少し何か考える必要があるのかなと思います。 

会長 何か回答がありますか。 

市民生活部長 エネルギー問題については 27 頁の地球温暖化対策やカーボンニュートラルが

書いておりますけれどもそういった再生可能エネルギー等も導入促進に取り組み
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ますと書いてあるんですけれども、この中で充実をする方向で考えていきたいと

思います。 

会長 ちょっと持ち帰っていただいて検討いただければと思います。 

その他ございませんか。 

佐々木委員 この現状と課題を基本計画の冊子から今回の後期の計画の素案を拝見して、と

っても後ろ向きな単語ばかりが出ているので、実際前期で 5 年間こうだったよと

もうちょっと前向きな単語出ませんか。一つあったのが学校給食での地産地消が

県内 8 市の中ではトップを維持していて、それだけいいことが書いてあって、あ

と取り組んだことについてのいいことが全然書いてなくて、もうちょっとこう考

える私たち側からしてもここがよかったんだからもうちょっとこう取り組んだら

いいのにと思える視点というものを盛り込んでいただいて、例えば一言を変える

だけで前向きになれる言葉があったりするので、私たち考える側からも前向きに

なるような文章の構成の仕方ですとか、そういったことを全体的に考えていただ

けたらと思いました。 

会長 事務局から何かコメントございますか。 

現時点で事務局の皆様にお示しできているのはこの素案だけですけれど考える

うえで前向きな事柄もということかと思いますが、一方で先に議論になった前期

計画の振り返りをしていかなければならない、それをどこに記載していくかとい

うところがあって、ひょっとしたら委員ご指摘のようにそれぞれの部門で主要施

策のところで記載していくということもありかなと思いますので、そこを整理を

して整えていければと思いますがいかがでしょうか。 

政策企画課長 ありがとうございます。先ほどご意見ありましたように一旦こういった形で現

状と課題ということで示させていただいております。ご意見のところでどこまで

反映できるかといったところはまた帰って見直して考えてみたいと思います。会

長が言われましたように前回の振り返りといった内容も関わってくる点であろう

かと思っております。最初にご質問いただいたときにその内容のことも若干触れ

させていただきましたが全部が全部前回の振り返りのなかで示していくというの

は難しいかなと思っておりますのでどういった内容で前回の振り返りの内容を示

させていただくかというところを検討させていただきたいと思いますが、ご意見

については前向きに見直し等できるものはしていければと考えております。 

会長 恐れ入ります。次回までについては今のそのことにご意見を頂戴できればと思

います。 

この他ありませんか。 

（なし） 

はい、ちょっと進行がうまくいってないかもしれませんが、おそらくアンケー

ト等が準備されていると思います。アンケート 2 つですかね、アンケートと後期

基本計画（案）作成等の流れの説明をここでいれますか。お願いします。 

企画係長 この度 2 つのアンケートを実施しました。アンケート 2 つを結果報告書という

形でご提供させていただいています。今後の施策の方針等にこの内容を踏まえて

盛り込んでいきたいと思っております。1 つ目は「中・高生の地域や将来意識に

関するアンケート」になっております。こちら前回の総合振興計画を策定する際

にも同様のアンケートを実施しておりまして、内容については同じもので比較が

できるようにということで実施しております。ただ、この度は新型コロナウイル

スの感染拡大のまっ只中の 5 月にアンケートを実施しておりますので、学生の皆
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さんも非常に閉塞感のある中で回答だったということであまりよろしくない結果

のような傾向が出ております。好きという意識や住みたいという意識は全体的な

傾向としては薄くなっているのではないかなというような結果になっておりま

す。どちらにいたしましても浜田市を好きになってもらう、また住み続けたいと

思っているような取組を今後続けていきたいと思っております。アンケートの詳

細につきましては省略いたしますので後ほどご覧いただきたいと思います。 

もう 1つのアンケートでございます。「転出者及び転入者へのアンケート」の結

果報告書ということで実施させていただいております。こちらは人口が減少する

理由についてもう少し踏み込んだ理由というものがないかというところで新たに

アンケートを実施したものになっております。結果としてわかったことですけれ

ども、今回アンケートを答えていただいた方の大半、転出、転入する方の大半が

公務員等そういう職業の方が半数だったということが 1 つの点、そしてもう一つ

わかったことは浜田市から転出される際は家族の人たちをみんな連れて転出され

て、浜田市に転入される際は家族の人たちを置いて転入されるというような傾向

が強く出ていたということがこのアンケートの結果としてわかったこととなって

おります。その理由といたしましてはアンケート結果の中で記載しておりますの

でご確認をいただければと思います。アンケートについては以上でございます。 

そして最後、A4、1 枚で後期基本計画作成の流れということでお示しをしてお

ります。ご覧いただければと思います。今後の作成にあたりましてどんな段階で

どのようなものを皆さんにお示しさせていただいてご検討いただきたいかという

ことを一覧にして記載させていただいたものになります。このたび 8 月 4 日の審

議会では現状と課題について説明させていただき検討のほうは 3 回で実施すると

しております。中旬にはそういった現状と課題も踏まえて基本方針や主要施策を

皆様に事前配布という形でお示しをしていきたいと思っておりますのでよろしく

お願いしたいと思います。その内容につきましては第 3 回のほうで一括でご意見

を伺うような形を考えております。第 4 回以降につきましては素案のほうを事前

に配布させていただいて検討し、中間答申のほう、9 月の上旬にいただきまして

パブコメ等を実施し最終調整を行った上で第 5 回のほうで答申案というものを決

定いただいて最後答申をいただくというような流れになっておりますので、また

これをご確認いただいてご意見のほうを伺えたらと思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 

以上です。 

会長 ありがとうございました。 

アンケート、今後の進め方について何かご質問がありましたらどうぞ。 

岡山委員 このアンケートの結果はホームページを見たら出てくるように今なっています

か。 

企画係長 まだ今の段階ではホームページにアップされておりません。今お示ししたもの

だけとなっております。 

岡山委員 わかりました。というのが、なぜこの質問をしたかというと少し前に浜田高校

で生徒が地域づくりについて考える取組のなかで少し関わらせていただいたんで

すが、生徒たちは人口が減少している原因を知りたがってたけどどこをどう見た

らそれがわかるのかわかってないのかなと思ったので、こういうアンケートが

元々あるのであれば紙ベースであるんじゃなくてインターネットを使えばすぐに

アクセスできるよという状態になっていると活用しやすいのかなと思ったので、
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今後も続いていく取組だと思うので統計であったりとか、こういうアンケートに

アクセスしやすい環境を作ってあげるといいなと思うのと、ここにあるよという

のが学生たちにわかるような方法があればいいなと思いました。 

政策企画課長 ありがとうございます。確かに浜田市ホームページのほうで人口の状況である

とかそういったものはデータで取り出せるようにしております。ただ今回のこう

いったまとめたような形ではっきりしたものというのは正直、会議等の結果の中

の資料であるとかそういった形でしかお示しできていないといったこともありま

す。今、ホームページのそういった掲載内容も見直したほうがいいんじゃないか

ということで、どうやって見やすいものするかですとか、情報が得やすいものに

するかといったことを検討しております。その中でこういったものが拾っていた

だけるようにといったところも考えてみたいと思っています。またこのアンケー

ト結果は中学校、高校にお願いしてアンケートをさせていただいておりまして、

結果については学校のほうへ返していくということにしておりますので、今後こ

のアンケート結果等も学校へお返ししていきたいと思います。 

会長 調査の時点でどのように結果をどのように公表するかというところを回答して

いただいた皆さんにどのようにお伝えしているかということが影響してくるかと

思いますが、可能であれば貴重な資料になりますので開示できればと思います。

そこは持ち帰っていただければと思います。 

その他ございませんか。 

（なし） 

そうしますと議事はその他に進みます。 

3 その他 

（1）今後の開催日程について 

会長 事務局からお願いします。 

企画係長 その他の（1）今後の開催日程ということでご説明させていただきます。先ほど

後期基本計画の作成の流れでもありましたが第 3回につきましては 8月 27日（金）

18 時 30 分から開催を予定しております。場所については調整中ですので、また

案内文を送りますのでそちらでご確認のうえ、間違いのないようにお越しいただ

けたらと思っております。続きまして第 4回も予定をさせていただいております。

9 月 9 日（木）の 18 時 30 分から、浜田市総合福祉センターでできればと考えて

おりますので、ご出席のほうよろしくお願いいたします。 

（委員報酬等支払いについてのお知らせ） 

 

会長 ありがとうございます。審議会の人数が多いので全ての方のご都合を伺って日

程決定とはいきません。勝手ながら次回は 8月 27日の 18時 30分からということ

にさせていただきたいと思っております。どうぞご理解いただければと思います。 

なにかご質問ございましたら言ってください。 

（なし） 

基本構想を受けて前期計画を継承する形での後期基本計画の策定ではございま

すが、これを機会により良い方向に見直しができる部分は見直していくべきだと

思っておりますので、委員の皆様にはぜひ積極的なご参加をお願いします。 

最後になりますが、砂川副市長よりご挨拶を賜りたいと思います。 

副市長 副市長の砂川でございます。本日は長時間にわたり熱心にご審議いただき誠に

ありがとうございました。今回、浜田市総合振興計画、これまでも申したと思い
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ますが、浜田市の最上位計画でございます。平成 28年に基本構想、前期基本計画

を作りまして、6 年の計画でございます、今回残り 4 年の後期基本計画を作るに

当たりまして、こうして審議会委員の皆さんにご意見をいただいております。今、

浜田市、平成 28年に計画を作りましたけれども、やはり浜田市の最大の課題は人

口減少と、前回構想を作ったときよりもやっぱり想定以上に人口が減っていると

いうこと、これに対してどうしていくかということが重要ではないかと思ってお

ります。そのためにも今日も委員の方からありました振り返りをしっかりするこ

と、それを踏まえて今後の対策、人口減少をいかに止めるかということで前期の、

今日も進捗管理の様子を見ていただきましたが、それぞれある程度の評価は出て

いるわけですが、それが人口減少の抑制につながっていないことが大きな課題だ

と思っております。合計特殊出生率という数字のとらえ方もあるんですが、なか

なか市として正確な数字が、リアルタイムな数字が出せないということで、出生

数や若者の社会増減の数ということでよりわかりやすく把握したいと思っており

ますし、先ほど施策大綱にサブタイトルを入れたらどうかというご意見もいただ

きました。たしかに市民の皆さんにこれを見ていただいてわかりやすい作りにす

るということも重要だと思っておりますので今後もいろんなご意見をいただい

て、できるだけ私どもも吸収して、それを反映できるように取り組んでまいりた

いと思っております。今日、現状と課題についてもご説明をいたしました。非常

に短い期間ではございますが、またいろんなご意見いただけましたら参考に修正

等もさせていただいたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。今日

はありがとうございました。 

会長 ありがとうございました。 

それでは以上をもちまして第 2 回審議会を終了いたします。ありがとうござい

ました。 

 

 

     （午後 8時 37分閉会、所要時間 2時間 7分） 


